
函館市亀田交流プラザ　小学生の利用について 令和2年6月30日

① 児童コーナーは、下校後帰宅して、家にランドセルやカバンを置いてから遊びに来てください。

体育室、活動室で様々な遊びや、勉強及び読書ができます。

② 小学生だけで利用できるのは、２階の【児童コーナー】と【交流スペース】です。

その他の施設（１階カフェや、３階テラスなど）の利用は、保護者様の同伴でお願いします。

③ 多世代の方が利用する公共の施設ですので、通路や階段は走らないようにしましょう。

④ 自転車は施設の駐輪場（建物の裏側）にとめ、しっかり鍵をかけましょう。

駐輪場がいっぱいの時は、１階の事務所に声をかけてください。

⑤ 来館する際は、上靴、飲み物（水のみ）、マスクの持参をお願いします。

（活動室、交流スペースは、上靴がなくても利用可能です。）施設はエアコン及び換気システムを

完備しておりますが、汗拭きタオルや保冷剤等も、必要に応じて持たせてください。

⑥ 交流スペースは、勉強及び読書に限り、利用できます。

※高齢者の方々との共有スペースなので、大声を出したり、邪魔をしたりしないように気を付けましょう

⑦ 学校指定帰宅時刻の１５分前に退出を促します。

※あわてずに、ゆとりをもって、安全に帰宅できるようにしたいと考えております

⑧ 学校がお休みの日の利用時間は、以下の通りです。

午前中は１０：００～１２：００。午後は１３：００～学校指定帰宅時刻の１５分前

⑨ 原則として、保護者は同伴できません。（未就学児が一緒に来館した場合を除いて）

特別な理由により、同伴を希望される場合は、児童コーナー職員にお申し出ください。

⑩ カギやスマホなどの貴重品は、児童コーナー事務所で預かりますが、

ゲーム機などは持ち込まないようにしましょう。

⑪ 児童コーナー及び交流スペースではスマホ等の電子機器は使用はできません。

イヤホン等で音楽を聴いたりするのも不可です。なお、紛失や破損等の責任は負いかねます。

⑫ 勉強道具以外の私物は使用できません。児童コーナーにあるものをご利用ください。

★例　マイボール、マイラケットなどのスポーツ用品、色鉛筆やはさみなどの文房具

⑬ 児童コーナーの利用にあたり、保護者様との待ち合わせ時間や帰宅時間など、ご家庭ごとの

約束事については、親子でよく話し合ってからご利用ください。職員が児童を

約束の時間まで施設に引き留めるなど、個人の時間管理はできませんので、ご了承ください。

お子様に、安心、安全に亀田交流プラザを利用していただくために、以下のこと
について、お子様と一緒にご確認ください。

保護者様へお願い


